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問題１ Ａ、ＢおよびＣが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。この場

合に関する次のア～オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、正しいもの

の組合せはどれか。 

ア ＤがＡ、ＢおよびＣに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用して

いる場合、Ａは、Ｄに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに土地

の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。 

イ Ｅが、Ａ、ＢおよびＣが共有する乙建物をＡの承諾のもとに賃借して居住し、

甲土地を占有使用する場合、ＢおよびＣは、Ｅに対し当然には乙建物の明渡しを

請求することはできない。 

ウ Ｆが賃借権に基づいて甲土地上に乙建物を建てた場合において、Ａ、Ｂおよび

Ｃが甲土地の分割協議を行うとするときは、Ｆに対して分割協議を行う旨を通知

しなければならず、通知をしないときは、Ａ、ＢおよびＣの間でなされた分割の

合意は、Ｆに対抗することができない。 

エ Ａが乙建物を所有し居住している場合において、Ａが、ＢおよびＣに対して甲

土地の分割請求をしたときは、甲土地をＡに単独所有させ、Ａが、ＢおよびＣに

対して持分に相当する価格の賠償を支払う、いわゆる全面的価額賠償の方法によ

って分割しなければならない。 

オ Ａ、ＢおよびＣが乙建物を共有する場合において、Ａが死亡して相続人が存在

しないときは、Ａの甲土地および乙建物の持分は、ＢおよびＣに帰属する。 

 

１ ア・イ 

２ ア・ウ 

３ イ・オ 

４ ウ・エ 

５ エ・オ 

 

 

  

問 題 行政書士試験 平成 28年 
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解 説 共有① 
 

正解 ３ 
  

 
 

次のとおり、正しいものはイ・オであるから、正解は３となる。 

ア 誤 り 

判例は、共有物を第三者が無断で占有使用している場合において、各共有者は単独で

その明渡しを請求することができるとしている（大判大10.3.18）。もっとも、判例は、

共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部

の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞ

れその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をす

ることはできないとしている（最判昭51.9.7）。 

イ 正しい 

判例は、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対

しては、その占有は、同意をした共有者の持分に基づくものと認められる限度で、共有

物を占有使用する権限を有するから、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを

請求することができないとしている（最判昭63.5.20）。 

ウ 誤 り 

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加

することができる（260条１項）。また、当該参加の請求があったにもかかわらず、その

請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に

対抗することができない（同条２項）。 

エ 誤 り 

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる（256条１項本文）。そし

て、共有物の分割方法には現物分割、代価分割、価格賠償があるが、各共有者間の協議

によって分割をする場合においては、どの方法を採用しても構わないものとされてい

る。したがって、全面的価格賠償の方法によって分割しなければならないわけではな

い。 

オ 正しい 

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その

持分は、他の共有者に帰属する（255条）。 
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問題２ 共有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいもの

の組合せは、後記１から５までのうちどれか。 

ア  共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有地を造成して

宅地にする工事を行っている場合には、他の共有者は、当該共有者に対して、当

該工事の差止めを請求することができる。 

イ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合に

は、他の共有者は、当該共有者に対して当該共有地の明渡しを請求することがで

きる。 

ウ  第三者が共有地を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当該

第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができない。 

エ 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して 不

法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を

超えて損害賠償を請求することができない。 

オ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している

場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求する

ことができる。 

 

１ アウ  ２ アエ  ３ イエ  ４ イオ  ５ ウオ 

 

 

  

 

 

問 題 司法書士試験 平成 19年  
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解 説 共有② 
 

正解 ２ 
  

 

次のとおり、正しいものはア・エであるから、正解は２となる。 

ア 正しい 

判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷し

あるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共

有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだ

けでなく、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求める

こともできるとしている（最判平10.3.24）。 

イ 誤 り 

判例は、共有物の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共

有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができないとして

いる（最判昭41.5.19）。 

ウ 誤 り 

判例は、第三者が共有地を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当

該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができるとしている（大判大

10.7.18）。 

エ 正しい 

判例は、共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又は

その一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、

それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請

求をすることはできないとしている（最判昭51.9.7）。 

オ 誤 り 

判例は、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対

しては、その占有は、同意をした共有者の持分に基づくものと認められる限度で、共有

物を占有使用する権限を有するから、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを

請求することができないとしている（最判昭63.5.20）。 
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問題３ 次のアからオまでの記述のうち、適切でないものを２個組み合わせたものは、

後記１から５までのうちどれか。 

ア 甲不動産を譲り受けてそれを共有する者は、その不動産の譲渡人から所有権移

転登記を経由している無権利者に対して、各自単独で、自己の持分について登記

をするように請求することができるが、不実の所有権移転登記全部の抹消を請求

することはできない。 

イ 共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく甲不動産を占有利用してい

る場合、他の共有者は、各自単独で、その持分に応じた利用を阻害しないように

との請求をすることができる。 

ウ 第三者が共有者の一人の同意のみに基づいて甲不動産を占有利用している場

合、持分の過半数を有する他の共有者は、その全部の返還を請求することができ

る。 

エ 共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく甲不動産に対し物理的変更

を加えた場合、他の共有者は、各自単独で、その原状回復を請求することができ

る。 

オ 第三者が無権原で甲不動産を占有利用している場合、共有者は、各自単独で、

その全部の返還を請求することができるが、甲不動産の不法占有から生ずる損害

の全部の賠償は請求することができない。 

 

１ アイ  ２ アウ  ３ イエ  ４ ウオ  ５ エオ 

問 題 司法試験 平成 11年  
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解 説 共有③ 
 

正解 ２ 
  

 

次のとおり、適切でないものはア・ウであるから、正解は２となる。 

ア 適切でない 

判例は、不動産共有者の１人はその持分権に基づき、単独で当該不動産につき登記簿

上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができるとしている（最

判昭31.5.10）。 

イ 適切である 

共有者の１人が他の共有者の同意を得ることなく甲不動産を占有利用している場合、

他の共有者は、各自単独で、その持分に応じた利用を阻害しないようにとの請求をす

ることができる。 

ウ 適切でない 

判例は、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対

しては、その占有は、同意をした共有者の持分に基づくものと認められる限度で、共有

物を占有使用する権限を有するから、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを

請求することができないとしている（最判昭63.5.20）。 

エ 適切である 

判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷し

あるいはこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共

有者は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだ

けでなく、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求める

こともできるとしている（最判平10.3.24）。 

オ 適切である 

判例は、共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又は

その一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、

それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請

求をすることはできないとしている（最判昭51.9.7）。 
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問１ 
 共有に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せ

は、後記１から５までのうちどれか。 

ア 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで農地である共有地を造成して宅地にする工

事を行っている場合には、他の共有者は、当該共有者に対して、当該工事の差止めを請求する

ことができる。 

イ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を占有している場合には、他の共有

者は、当該共有者に対して当該共有地の明渡しを請求することができる。 

ウ 第三者が共有地を不法に占有している場合には、各共有者は、単独では、当該第三者に対し

て、当該共有地の明渡しを請求することができない。 

エ 第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して不法行為に基づ

く損害賠償の請求をするときは、各共有者は、自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求する

ことができない。 

オ 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、

他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる。 

 

１ アウ   

２ アエ   

３ イエ   

４ イオ   

５ ウオ 

 

  

共 有 

STEP１ 基準問題 【司法書士試験（平成19年）】 
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問１ DATE ：     /      /      /    解答 ２ 

 

ア 正しい 

 判例は、共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷しあるい

はこれを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者は、各自

の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけでなく、右行為に

より生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めることもできるとしている（最判

平10.3.24）。 
 
イ 誤 り 

 判例は、共有物の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有

者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができないとしている（最

判昭41.5.19）。 
 
ウ 誤 り 

 判例は、第三者が共有地を不法に占有している場合には、各共有者は、単独で、当該第

三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができるとしている（大判大10.7.18）。 
 
エ 正しい 

 判例は、共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその

一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞ

れその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすること

はできないとしている（最判昭51.9.7）。 
 
オ 誤 り 

 判例は、共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して

は、その占有は、同意をした共有者の持分に基づくものと認められる限度で、共有物を占有

使用する権限を有するから、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求すること

ができないとしている（最判昭63.5.20）。 

 以上により、正しいものはア・エであるから、正解は２となる。 
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 共有の内部関係・外部関係 
 

 内部者 外部者 

物権 

（モノ） 

①明渡請求 

 （最判昭41.5.19） 

（最判昭63.5.20） 

②原状回復請求・差止請求 

 （最判平10.3.24） 

①明渡請求 

 （大判大10.7.18） 

（大判大7.4.19） 

②妨害排除請求 

③抹消登記請求 

 （最判昭31.5.10） 

 （最判平15.7.11） 

債権 

（カネ） 

 ④損害賠償請求 

 （最判昭51.9.7） 
 

 共有の内部関係・外部関係 
 

判例１ 

 共有物の価格の過半数をこえるからといって、共有物を現に占有する少数持分権者

に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。けだし、このような

場合、右の少数持分権者は自己の持分によって、共有物を使用収益する権原を有し、

これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである（最判昭41.5.19）。 
 

判例２ 

 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承

認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかった共有者に対して共有物を排他

的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有

者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、

第三者の占有使用を承認しなかった共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡

しを請求することはできないと解するのが相当である（最判昭63.5.20）。 
 

判例３ 

 共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物を物理的に損傷し、あるい

は、これを改変するなど共有物に変更を加える行為をしている場合には、他の共有者

は、各自の共有持分権に基づいて、右行為の全部の禁止を求めることができるだけで

なく、右行為により生じた結果を除去して共有物を原状に復させることを求めること

もできる（最判平10.3.24）。 
 

判例４ 

 判例は、第三者が共有地を不法に占有している場合には、各共有者は、単独で、当

該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができるとしている（大判大

10.7.18）。 
 

判例５ 

 不動産の共有者の１人は、その持分権に基づき、共有不動産に対して加えられた妨

害を排除することができるところ、不実の持分移転登記がされている場合には、その

登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから、共

有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に

対し、単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる（最判昭

31.5.10）。 
 

判例６ 

 共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一

部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それ

ぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求を

することはできない（最判昭51.9.7）。 

－図表－ 

－判例－ 

STEP２ 前提知識 
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 共有物の保存・管理・変更 
 

 保存行為 管理行為 変更行為 

意 義 
共有物の現状を維持する

行為 

共有物を利用・改良する行

為 

共有物の形や性質に変更

を加える行為 

具体例 

・共有物の修理 

・公租公課（固定資産税）

の負担 

・共有物全体の侵害者に

対する妨害排除 

・不実の登記の抹消登記

請求など 

・共有物の賃貸借契約の

締結
・ ・

 

・賃貸借契約の解除
・ ・

 

 （最判昭39.2.25） 

・共有物の譲渡（売却・贈

与など）  

・共有物の担保の設定（抵

当権・質権等）  

・地目の変更（農地→宅

地） 

 

要 件 各共有者単独 持分の価格の過半数 共有者全員の同意 
 

 共有物の分割 
 

 内 容 

共有物の分割請求 

 各共有者は、原則として、いつでも共有物の分割請求ができる（256条1

項本文）。 

 共有者は５年を超えない期間、分割しない旨の特約（分割禁止特約）を結

ぶことができる（256条１項ただし書）。 

分割の方法 

(1) 原則：協議分割 

 共有物の分割は、原則として、共有者の協議による。 

 分割の方法としては、①現物分割、②代金分割、③価格賠償などの分割

方法がある。 

(2) 例外：裁判所による分割 

 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を

裁判所に請求することができる（258条１項）。 
 

 共有物の分割 
 

判例１ 

 数か所に分かれて存在する多数の共有不動産について、民法258条により現物分割

をする場合には、これらを一括して分割の対象とし、分割後のそれぞれの不動産を各

共有者の単独所有とすることも許される（最大判昭62.4.22）。 
 

判例２ 

 多数の者が共有する物を民法258条により現物分割する場合には、分割請求者の持

分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許され

る（最大判昭62.4.22）。 
 

判例３ 

 民法258条により共有物の分割をする場合において、当該共有物を共有者のうちの

特定の者に取得させるのが相当であると認められ、かつ、その価格が適正に評価され、

当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得

させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情がある

ときは、共有物を共有者のうちの１人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者か

ら他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法（いわゆる全面的価格賠償の方法）

によることも許される（最判平8.10.31）。 

 

  

－図表－ 

－図表－ 

－判例－ 
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13-01 

司法試験 

平成20年 

Q Ａ、Ｂ及びＣは各３分の１の持分で甲土地を共有している。Ａが単独で甲土

地全部を占有している場合でも、Ｂ及びＣは、その共有持分が過半数を超え

ることを理由としては、Ａに対して甲土地の明渡しを請求することはできない。 

☛ ○ （最判昭41.5.19） 

 

13-02 

司法試験 

平成27年 

Q Ａが３分の１、Ｂが３分の２の持分で甲土地を共有している。ＡがＢに無断で

甲土地全体を単独で占有している場合であっても、Ｂは、自分の共有持分が

過半数を超えることを理由として、Ａに対し、甲土地全体の明渡しを求めるこ

とはできない。 

☛ ○ （最判昭41.5.19） 

 

13-03 

司法書士試験 

平成27年 

Q Ａ、Ｂ及びＣが甲土地を共有している場合に、Ａが、Ｂ及びＣの同意を得ず

に、甲土地の全部を占有し、使用しているときは、Ｂ及びＣは、Ａに対し、甲土

地の全部をＢ及びＣに明け渡すことを請求することができる。 

☛ × （最判昭41.5.19） 

 

13-04 

司法書士試験 

平成15年 

Q 他の共有者との協議に基づかないで共有地を占有している共有者に対し、

他の共有者は、明渡しを請求することができる。 

☛ × （最判昭41.5.19） 

 

13-05 

司法試験 

平成27年 

Q Ａが３分の１、Ｂが３分の２の持分で甲土地を共有している。甲土地の利用

方法についてＡとＢが協議したが意見が一致せず、Ａに無断でＢがＣと甲土

地の賃貸借契約を締結し、Ｃが甲土地を占有している場合、Ａは、Ｃに対し、

甲土地全体の明渡しを求めることができる。 

☛ × （最判昭63.5.20） 

 

13-06 

司法書士試験 

平成15年 

Q 共有者間の協議に基づかないで一部の共有者から共有地の占有使用を承

認された第三者に対し、他の共有者は、明渡しを請求することができる。 

☛ × （最判昭63.5.20） 

 

13-07 

司法試験 

平成11年 

Q 第三者が共有者の一人の同意のみに基づいて甲不動産を占有利用してい

る場合、持分の過半数を有する他の共有者は、その全部の返還を請求する

ことができる。 

☛ × （最判昭63.5.20） 

 

STEP３ 肢別ドリル 
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13-08 

行政書士試験 

平成28年 

Q Ａ、ＢおよびＣが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。Ｅ

が、Ａ、ＢおよびＣが共有する乙建物をＡの承諾のもとに賃借して居住し、甲

土地を占有使用する場合、ＢおよびＣは、Ｅに対し当然には乙建物の明渡し

を請求することはできない。 

☛ 〇 （最判昭63.5.20） 

 

13-09 

司法書士試験 

平成27年 

Q Ａ、Ｂ及びＣが甲土地を共有している場合に、Ａが、Ｂ及びＣの同意を得ず

に、農地である甲土地について宅地造成工事をしているときは、Ｂは、Ａに対

し、その工事の差止めを請求することができる。 

☛ ○ （最判平10.3.24） 

 

13-10 

司法書士試験 

平成15年 

Q 共有者間の協議に基づかないで一部の共有者が共有地である農地を造成

して宅地にしようとしている場合には、他の共有者は、妨害排除請求権の行

使として造成工事の禁止を求めることができる。 

☛ 〇 （最判平10.3.24） 

 

13-11 

司法試験 

平成11年 

Q 共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく共有物である甲不動産に

対し物理的変更を加えた場合、他の共有者は、各自単独で、その原状回復

を請求することができる。 

☛ ○ （最判平10.3.24） 

 

13-12 

司法試験 

平成27年 

Q Ａが３分の１、Ｂが３分の２の持分で甲土地を共有している。Ａに無断でＢが

甲土地を農地から宅地にする造成工事を行い、甲土地の形状を変更してい

る場合、Ａは、Ｂに対し、その工事の差止めを求めることができる。 

☛ ○ （最判平10.3.24） 

 

13-13 

司法試験 

平成20年 

Q Ａ、Ｂ及びＣは各３分の１の持分で甲土地を共有している。第三者が甲土地

を無断で資材置場として使用している場合、Ａは単独でその第三者に対し

て、甲土地全部の明渡しを請求することができる。 

☛ ○ （大判大7.4.19） 

 

13-14 

司法書士試験 

平成24年 

Q Ａ及びＢが甲土地を共有している場合に、甲土地がＣに不法に占拠された

場合には、Ａは、単独で、甲土地の明渡しをＣに請求することができる。 

☛ ○ （大判大7.4.19） 

 

13-15 

司法書士試験 

平成15年 

Q 共有地を不法に占有している第三者に対し、各共有者は、単独で明渡しを

請求することができる。 

☛ ○ （大判大7.4.19） 
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13-16 

司法試験 

平成11年 

Q 甲不動産を譲り受けてそれを共有する者は、その不動産の譲渡人から所有

権移転登記を経由している無権利者に対して、各自単独で、自己の持分に

ついて登記をするように請求することができるが、不実の所有権移転登記全

部の抹消を請求することはできない。 

☛ × （最判昭31.5.10） 

 

13-17 

司法書士試験 

平成27年 

Q Ａ、Ｂ及びＣが甲土地を共有している場合に、甲土地につき、真実の所有者

でないＤが所有権の登記名義人となっている場合、Ａは、Ｂ及びＣの同意を

得なくても、Ｄに対し、その抹消登記手続を請求することができる。 

☛ ○ （最判平15.7.11） 

 

13-18 

司法試験 

平成20年 

Q Ａ、Ｂ及びＣは各３分の１の持分で甲土地を共有している。Ａは、Ｃの持分に

ついて第三者への不実の持分移転登記がされている場合には、単独でその

持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。 

☛ ○ （最判平15.7.11） 

 

13-19 

司法書士試験 

平成15年 

Q 共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、持分に応じて各共有

者に帰属する。 

☛ 〇 （最判昭51.9.7） 

 

13-20 

司法試験 

平成11年 

Q 第三者が無権原で甲不動産を占有利用している場合、共有者は、各自単独

で、その全部の返還を請求することができるが、甲不動産の不法占有から生

ずる損害の全部の賠償は請求することができない。 

☛ ○ （最判昭51.9.7） 

 

13-21 

司法試験 

平成11年 

Q 第三者が無権原で甲不動産を占有利用している場合、共有者は、各自単独

で、その全部の返還を請求することができるが、甲不動産の不法占有から生

ずる損害の全部の賠償は請求することができない。 

☛ ○ （最判昭51.9.7） 

 

13-22 

行政書士試験 

平成11年 

Q Ａ、ＢおよびＣが甲土地を共有し、甲土地上には乙建物が存在している。Ｄ

がＡ、ＢおよびＣに無断で甲土地上に乙建物を建てて甲土地を占有使用して

いる場合、Ａは、Ｄに対し、単独で建物の収去および土地の明渡しならびに

土地の占拠により生じた損害全額の賠償を求めることができる。 

☛ × （最判昭51.9.7） 
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13-23 

司法書士試験 

平成24年 

Q Ａ及びＢが甲土地を共有している場合に、甲土地のＡの持分が3分の2であ

る場合において、Ａ及びＢが甲土地をＣに賃貸したところ、Ｃが甲土地を無断

で転貸し、背信的行為と認めるに足りない特段の事情もないときは、Ａは、単

独で、甲土地の賃貸借契約を解除することができる。 

☛ ○ （最判昭39.2.25） 

 

13-24 

司法試験 

平成20年 

Q Ａ、Ｂ及びＣは各３分の１の持分で甲土地を共有している。Ａ、Ｂ及びＣが共

同して甲土地を第三者に賃貸している場合、第三者がその賃料の支払を怠

ったときの賃貸借契約の解除は、ＡとＢとですることができる。 

☛ ○ （最判昭39.2.25） 

 

13-25 

行政書士試験 

平成22年 

Q Ａ・Ｂ・Ｃの３人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも３分の

１ずつの持分権をもって共有している。Ａが、ＢおよびＣに対して、甲土地、乙

土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、これらを一括

して分割の対象としてＡが甲土地、Ｂが乙土地、Ｃが丙土地というように各土

地を単独所有とする分割方法をとることができる。 

☛ ○ （最大判昭62.4.22） 

 

13-26 

行政書士試験 

平成22年 

Q Ａ・Ｂ・Ｃの３人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも３分の

１ずつの持分権をもって共有している。Ａが、ＢおよびＣに対して、甲土地、乙

土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、乙土地およ

び丙土地については共有関係を解消せず、Ａに対してのみＡの持分権に相

当する甲土地を取得させ、乙土地および丙土地はＢとＣの共有として残すと

する分割方法をとることができる。 

☛ ○ （最大判昭62.4.22） 

 

13-27 

司法試験 

平成22年 

Q  Ａ、Ｂ及びＣが共有者である共有不動産についての裁判による分割におい

て、ＡとＢが原告となり、Ｃを被告として分割請求をした場合、Ｃの持分の限度

で現物を分割し、残りの部分をＡとＢの共有とする方法は許される。 

☛ ○ （最大判昭62.4.22） 

 

13-28 

行政書士試験 

平成22年 

Q Ａ・Ｂ・Ｃの３人が、甲土地、乙土地、丙土地のすべてについて、どれも３分の

１ずつの持分権をもって共有している。Ａが、ＢおよびＣに対して、甲土地、乙

土地および丙土地の分割を請求した場合において、裁判所は、Ａの申立て

があれば、甲土地、乙土地および丙土地をＡの単独所有とし、ＢおよびＣに

対してＡから各自の持分権の価格を賠償させる方法をとらなければならな

い。 

☛ × （最判平8.10.31） 
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13-29 

司法書士試験 

平成27年 

Q Ａ、Ｂ及びＣが甲土地を共有している場合に、Ａ、Ｂ及びＣの間で甲土地につ

いての共有物分割の協議が調わず、Ａが裁判所に甲土地の分割を請求した

ときは、裁判所は、Ａが甲土地の全部を取得し、Ｂ及びＣがそれぞれの持分

の価格の賠償を受ける方法による分割を命ずることはできない。 

☛ × （最判平8.10.31） 

 

13-30 

司法書士試験 

平成22年 

Q Ａ、Ｂ及びＣが共有する建物を分割する場合において、協議により分割する

ときは、Ａに当該建物を取得させ、Ｂ及びＣに持分の価格を賠償する方法に

よることができるが、裁判により分割するときは、このような方法によることは

できない。 

☛ × （最判平8.10.31） 
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